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令和３年度１０月 新潟市中央農業委員会定例総会 議事録 

 
１ 開催日時    令和３年１０月２９日（金）午後２時から午後２時４６分 
２ 開催場所  江南区役所 ３階 ３０２会議室 
３ 出席委員 (１８人) 

１番 虎澤栄三    ２番 石山和徳    ３番 渡邉芳枝 
４番 小戸田修子   ５番 鈴木健二    ６番 小熊義信       

７番 山岸信一    ８番 成田誠一    ９番 内藤浩一  
１０番 谷澤康雄      １１番 坂井雄一   １３番 鈴木金一 
１６番 石塚絹代      １７番 田中さとみ  １８番 仁多見繁隆 
１９番 齋藤茂博 
 ９番 小林信夫（農地利用最適化推進委員） 
１９番 新保孝修（農地利用最適化推進委員）                                         

４ 欠席委員  １２番 塚原幸夫  １４番 別所正幸  １５番 神田和博 
５ 議事日程 

第１ 議事録署名委員選出 
第２ 議事 
(１)農地部会所掌 

議案第５２号   農地法第５条許可申請に関する処分決定について 

議案第５４号   農地法第３条許可申請に関する意見決定について 

議案第５５号   買受適格証明願に関する意見決定について（法第３条許可） 

報告事項         農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 
報告事項      農地法第３条の３の規定による届出書の受理について 
報告事項         農地の転用事実に関する照会書について 
報告事項      農地法第４条転用届出に関する受理について 
報告事項      農地法第５条転用届出に関する受理について 

(２)農政振興部会所掌 
議案第５３号     新潟市農用地利用集積計画の決定について 

   (３)その他  
  ６ 農業委員会事務局職員 

事務局長 坂井靖彦  事務局次長 佐藤敏宏  事務局次長 小林友衛   

農地係長 伊藤洋  農政振興係長 八百板恵  農政振興係主事 石井健一 
管理係主査 遠藤文博  
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７ 会議の概要 

小林次長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長(会長) 
 
 
 
 
 
議長(会長) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長(会長) 
 
 
 
 
 

それでは、これより１０月定例総会を開会いたします。本日、 

１２番塚原幸夫委員、１４番別所正幸委員、１５番神田和博委員よ

り欠席の旨通告がありましたので、ご報告いたします。出席委員は

１９名中１６名で、新潟市中央農業委員会会議規則第４条の規定に

より、定足数を満たしており、会議は成立しておりますことをご報

告申し上げます。なお、調査委員長として農地利用最適化推進委員

の小林信夫委員、新保孝修委員からもご出席いただいております。

よろしくお願いいたします。同委員会会議規則第５条の規定によ

り、虎澤会長から議長をお務めいただきます。どうぞ、議長席へお

願いします。 

 

（虎澤会長   挨拶） 

それでは議事録署名委員について、お諮り申し上げます。議事録

署名委員については、私に一任いただけますでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

異議なし、ということでありますので、私の方でご指名申し上げ

ます。１６番石塚絹代委員、１７番田中さとみ委員を指名いたしま

す。議事に入る前に、総会の議長についてご提案申し上げます。新

潟市中央農業委員会会議規則第５条の規定によると、議長は会長が

務めることになっておりますが、農地部会及び農政振興部会の所掌

に関する議事につきましては、それぞれの部会長又は部会長職務代

理者から議長を務めていただき、その他については、私が議長を務

めることを提案いたします。ご承認いただけますでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

  異議なし、ということでありますので、農地部会の所掌に関する

議事につきましては、鈴木農地部会長から、また、農政振興部会の

所掌に関する議事につきましては、齋藤農政振興部会長職務代理者

から議長を務めていただき、その他については私が議長を務めるこ

とにいたします。最初は、農地部会の所掌に関する議事であります

ので、議長を鈴木農地部会長と交代いたします。 
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議長(農地部会長) 
 
 
 
 
 
 
農地係長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（鈴木農地部会長 挨拶） 

議事の都合上、追加の議案第５４号農地法第３条許可申請に関す

る意見決定について、同じく追加の議案第５５号買受適格証明願に

関する意見決定について（法第３条許可）、議案第５２号農地法第

５条許可申請に関する処分決定について、一括して事務局の説明を

お願いします。 

 

農地係の伊藤です。 それでは、私の方から着席のまま、ご説明

申し上げます。 

初めに、今月の議案に係る地区毎の申請件数をご説明いたしま

す。本日配布の地区別議案件数及び報告事項件数をご覧ください。 

農地法第３条許可申請に関する意見決定が、両川地区で１件、亀田

地区で１件の計２件です。買受適格証明願に関する意見決定が、大

江山地区で１件、両川地区で１件、亀田地区で１件の計３件です。

農地法第５条許可申請に関する処分決定が、大形地区で３件、両川

地区で２件、横越地区で４件、亀田地区で３件の計１２件です。今

月の議案件数は合計で１７件となります。また、私からは、調査委

員会に付されていない案件をご説明し、調査委員会に付されている

案件は、この後の各調査委員長からの報告をもって説明に代えさせ

ていただきます。 

それでは、議案第５４号農地法第３条許可申請に関する意見決定

についてご覧ください。１ページの両川地区第１号は、農地を贈与

によって取得するものです。譲渡人と譲受人は親子関係にあり、共

同で農事組合法人を経営していますが、一部の農地を後継者へ贈与

するため、申請にいたりました。申請地は、江南区嘉瀬の田１筆 

2，185 ㎡で農用地区域内です。農事組合法人の経営面積は、約 

1,531.93a です。農業従事者は５名で、農作業経験に問題はありま

せん。経営に供するべき農地はすべて耕作されており、今後も効率

的に利用できるものと認められます。 

次の亀田地区第２号も農地を贈与によって、取得するものです。

譲渡人と譲受人は親子関係にあり、共同で農事組合法人を経営して

いますが、一部の農地を後継者へ贈与するため、申請に至りました。

申請地は、江南区和泉町の樹園地７筆 3,063 ㎡で、農用地区域内で

す。農事組合法人の経営面積は、約 3,252.53a です。農業従事者は、

６名で農作業経験に問題はありません。経営に供するべき農地は、
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議長(農地部会長) 
 
 
第１地域調査委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

すべて耕作されており、今後も効率的に利用できるものと認められ

ます。以上で、説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

 

ありがとうございました。それでは、調査委員会の調査結果につ

いて第１地域の報告をお願いします。 

 

小林です。第１地域調査委員会の調査結果について報告いたしま

す。調査案件は、農地法第３条の買受適格証明願が３件、農地法第

５条許可申請が５件でした。 

初めに、追加議案第５５号買受適格証明願に関する意見決定につ

いてです。２ページの大江山地区１号は願出人から事情聴取しまし

た。願出人は、経営規模拡大のため、新潟県が実施する公売に参加

しようと申請に至りました。申請地は江南区西野の畑１筆 816 ㎡で

農用地区域内です。願出人世帯の経営面積は、592.19a です。農業

従事者は１名、農作業経験は問題ありません。経営に供すべき農地

は、すべて耕作されており、買受適格者として認められることから、

落札した場合は速やかに、農地法第３条許可申請を行うよう指導し

ました。 

両川地区２号と亀田地区３号は、願出人が同一人であることか

ら、２件まとめて願出人から事情聴取しました。願出人は、経営規

模拡大のため、新潟地方裁判所が実施する競売に、参加しようと申

請に至りました。両川地区２号の申請地は、江南区酒屋町の田４筆 

1,543.18 ㎡と畑５筆 537 ㎡で、農用地区域内です。 

亀田地区３号の申請地は、江南区丸潟の田５筆 1,265 ㎡で、農用

地区域内です。願出人世帯の経営面積は 105.95a です。農業従事者

は３名、農作業経験は問題ありません。経営に供すべき農地は、す

べて耕作されており、買受適格者として認められることから、落札

した場合は速やかに、農地法第３条許可申請を行うよう指導しまし

た。 

次に議案第５２号農地法第５条許可申請についてです。１ページ

大形地区１号は、転用者の代理人から事情聴取しました。農地に使

用貸借権を設定し、個人住宅建築敷地に転用するものです。転用者

は、現在アパートに住んでいますが、以前から実家近くに住宅の新

築を計画しており、このたび父親所有の農地を無償で借り受け、個

人住宅を建築するため今回の申請に至りました。申請地は東区海老
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ケ瀬の畑２筆 134 ㎡です。農地区分は、前面道路に水道管と下水道

管が埋設されており、500ｍ以内に教育施設等が複数存在している

ため第３種農地と判断しました。資金は借入金で賄います。転用に

あたり、排水施設を設置し、周辺農地に対する被害防除策をとるこ

とから、許可するにあたって問題ないものと判断し、許可が出るま

で工事を行わないよう指導しました。 

大形地区２号は、転用者の代理人から事情聴取しました。農地に

使用貸借権を設定し、個人住宅建築敷地に転用するものです。転用

者は、現在アパートに住んでいますが、手狭となったため、父親所

有の農地を無償で借り受け、個人住宅を建築するため今回の申請に

至りました。申請地は東区岡山の畑１筆 413 ㎡です。農地区分は、

住宅と事業用施設に囲まれた１０ha 未満の小集団の農地であるこ

とから第２種農地と判断しました。資金は自己資金と借入金で賄い

ます。転用にあたり、排水施設を設置し、周辺農地に対する被害防

除策をとることから、許可するにあたって問題ないものと判断し、

許可が出るまで工事を行わないよう指導しました。 

大形地区３号は、転用者の代理人から事情聴取しました。農地に

使用貸借権を設定し、個人住宅建築敷地に転用するものです。転用

者は、現在アパートに住んでいますが、手狭となったため、祖父の

農地を無償で借り受け、個人住宅を建築するため申請に至りまし

た。申請地は、東区下山２丁目の畑１筆 284 ㎡です。農地区分は、

住宅が連たんしている区域内の農地のため、第３種農地と判断しま

した。資金は借入金で賄います。転用にあたり、土留め、排水施設

を設置し、周辺農地に対する被害防除策をとることから、許可する

にあたって問題ないものと判断し、許可が出るまで工事を行わない

よう指導しました。 

両川地区４号は、転用者から事情聴取しました。農地を売買で取

得し、資材置場敷地に転用するものです。転用者は、江南区内で建

設業を営んでおりますが、業務拡大により資材置場が不足してお

り、本社近くで十分な広さがあり、搬入、搬出に支障のない場所を

探していたところ、申請地が見つかり、今回の申請に至りました。

申請地は江南区平賀の田２筆 1,747 ㎡です。農地区分は、申請地の

周辺に１０ha 以上の農地が広がっているため第１種農地ですが、

申請地の周辺の地域に居住する者の業務上必要な施設であり、集落

に接続して設置されるため，許可できるものです。資金は借入金で

賄います。転用にあたり、土留め、排水施設を設置し、周辺農地に
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議長(農地部会長) 
 
 
第２地域調査委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対する被害防除策をとることから、許可するにあたって問題ないも

のと判断し、許可が出るまで工事を行わないよう指導しました。 

２ページ両川地区５号は、転用者の代理人から事情聴取しまし

た。農地を売買で取得し、露天駐車場敷地に転用するものです。転

用者は、申請地の隣地で共済事業を行っていますが、今年４月に合

併したことにより、職員数や公用車の台数が大幅に増え、既存の駐

車場では収用台数が不足するため、今回の申請に至りました。申請

地は、江南区和田の田２筆 2,767 ㎡です。農地区分は、申請地の北

側に 

１０ha 以上の農地が広がっているため、第１種農地ですが隣接す

る既存施設の拡張であり、拡張に係る部分の敷地面積が既存敷地の

２分の１を超えないため，許可できるものです。資金は、自己資金

で賄います。転用にあたり、土留め、排水施設を設置し、周辺農地

に対する被害防除策をとることから、許可するにあたって問題ない

ものと判断し、許可が出るまで工事を行わないよう指導しました。

以上です。 

 

ありがとうございました。続きまして、第２地域の報告をお願い

します。 

 

推進委員の新保です。第２地域調査委員会の調査結果について、

報告いたします。調査案件は、農地法第５条許可申請が７件でした。 

本日配布の議案第５２号農地法第５条許可申請に関する処分決

定についてです。議案書２ページ横越地区６号は、転用者の代理人

より事情聴取しました。農地を賃貸借権で設定し、仮設道路敷地に

一時転用するものです。転用者は、新潟市の発注した下水道の調整

池築造工事に伴い、隣接する農地の床堀及び畦畔の復旧作業で、仮

設道路を設け工事を行うため、申請となりました。申請地は、江南

区横越、田１筆 2,674 ㎡の内 432 ㎡です。農地区分は、農用地区域

内にあるため、原則許可できませんが、仮設耕作物を一時的に使用

することから、一時的な利用に該当し、不許可の例外規定にあたる

ため、許可できると判断しました。資金は自己資金で賄います。転

用にあたり、周辺農地には被害防除策をとることから、許可するに

あたり問題ないものと判断し、許可が出るまで工事を行わないよう

指導しました。 

次に横越地区７号は、転用者の代理人より事情聴取しました。農
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地を売買で購入し、個人住宅建築敷地に転用するものです。転用者

は、交通の利便性や子育て環境、建築予算から申請地が最適である

と判断し申請となりました。申請地は、江南区横越川根町２丁目、 

田１筆 249 ㎡です。農地区分は、住宅や公共施設が連たんしている

ことから、許可できる第３種農地と判断しました。資金は、全額金

融機関からの借入で賄います。転用にあたり、排水施設を設置し、

周辺農地には被害防除策をとることから、許可するにあたり問題な

いものと判断し、許可が出るまで工事を行わないよう指導しまし

た。 

次に横越地区８号は、転用者の代理人より事情聴取しました。農

地を売買で購入し、個人住宅建築敷地に転用するものです。転用者

は、交通の利便性や子育て環境、建築予算から申請地が最適である

と判断し申請となりました。申請地は、江南区横越川根町２丁目、 

田１筆 253 ㎡です。農地区分は、住宅や公共施設が連たんしている

ことから、許可できる第３種農地と判断しました。資金は、全額金

融機関からの借入で賄います。転用にあたり、排水施設を設置し、

周辺農地には被害防除策をとることから、許可するにあたり問題な

いものと判断し、許可が出るまで工事を行わないよう指導しまし

た。 

次に横越地区９号は、転用者より事情聴取しました。農地を売買

で購入し、露天駐車場及び資材置場敷地に転用するものです。転用

者は、隣地に有限会社田村工業所を経営していますが、現在の既存

敷地が手狭となり、敷地拡張を目的に申請となりました。申請地は、

江南区駒込１丁目、田１筆 1,194 ㎡です。農地区分は、西側一帯が

概ね１０ha 以上の規模の農地区域にあり、原則許可できない第１

種農地ですが、拡張に係る申請地の面積が、既存敷地の２分の１を

超えない面積であることから、既存敷地の拡張に該当し、不許可の

例外規定にあたり、許可できるものと判断しました。資金は全額自

己資金で賄います。転用にあたり、排水施設を設置し、周辺農地に

は被害防除策をとることから、許可するにあたり問題ないものと判

断し、許可が出るまで工事を行わないよう指導しました。 

次に亀田地区１０号は、転用者の代理人より事情聴取しました。

農地を祖父より借り、個人住宅建築敷地に転用するものです。転用

者は、以前より新居を検討していましたが、祖父所有の申請地を提

案され、実家にも隣接し都合も良いことから、申請となりました。

申請地は、江南区長潟１丁目、畑３筆 286 ㎡です。農地区分は、住
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議長(農地部会長) 
 
 
 
 
議長(農地部会長) 

宅や施設等が連たんしていることから、許可できる第３種農地と判

断しました。資金は全額金融機関からの借入で賄います。転用にあ

たり、排水施設を設置し、周辺農地には被害防除策をとることから、

許可するにあたり問題ないものと判断し、許可が出るまで工事を行

わないよう指導しました。 

次に亀田地区１１号は、転用者の代理人より事情収取しました。

農地を売買で購入し、特定建築条件付売買予定地として、転用する

ものです。転用者は、不動産業を営んでおり、市街地への交通アク

セスが良いこと、複合施設も近いことから、子育て世代の需要を見

込んでの申請となりました。申請地は、下早通１丁目、畑１筆 469 

です。農地区分は、申請地西側が集団的に存在する農地で、概ね 

１０ha 以上の規模の区域内にある農地であることから、第１種農

地に該当し、原則不許可ですが、転用目的が分譲住宅で集落にも接

続して建設されることから、不許可の例外規定にああたり許可でき

るものと判断しました。資金は全額自己資金で賄います。転用にあ

たり、排水施設を設置し、周辺農地には被害防除策をとることから、

許可するにあたり問題ないものと判断し、許可が出るまで工事を行

わないよう指導しました。 

次に亀田地区１２号は、転用者の代理人より事情聴取しました。

農地を売買で購入し、個人住宅建築敷地に転用するものです。転用

者は、将来、住宅を建築するため色々見て回りましたが、申請地と

の話がまとまり申請となりました。申請地は、江南区砂山１丁目、 

畑１筆 175 ㎡です。農地区分は、水道管、公共下水道が埋設されて

いる沿道に面し、500ｍ以内に２つ以上の教育施設、医療施設が存

在することから、許可できる第３種農地と判断しました。資金は、

全額金融機関からの借入で賄います。転用にあたり、排水施設を設

置し、周辺農地には被害防除策をとることから、許可するにあたり

問題ないものと判断し、許可が出るまで工事を行わないよう指導し

ました。以上です。 

 

ただいまの事務局並びに調査委員長の説明及び報告について、ご

質問、ご意見はありませんか。 

 

（質問・意見なし） 

 

皆さんからご質問、ご意見がありませんので、これより議案第５
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議長(農地部会長) 
 
 
 
 
議長(農地部会長) 
 
 
 
 
議長(農地部会長) 
 
 
 
 
議長(農地部会長) 
 
 
 
 
 
 
議長(農地部会長) 
 
 
 
 
 
 

４号農地法第３条許可申請に関する意見決定について、審議に入り

ます。今回は委員関連の案件がありますので、先議を行います。１

ページ２号は、出席委員の関係案件でありますので、議事参与制限

の規定により、関係の委員は退室をお願いいたします。 

 

（１番 虎澤栄三委員 退室） 

 

１ページ２号について、審議いたします。許可相当と決定するこ

とに異議はありませんか。 

 

（異議なし） 

 

皆さんから異議がありませんので、許可相当と決定します。関係

の委員から入室していただいてください。 

 

（１番 虎澤栄三委員 入室、着席） 

 

次に、ただ今先議いただきました案件以外について、審議いたし

ます。許可相当と決定することに異議はありませんか。 

 

（異議なし） 

 

皆さんから異議がありませんので、許可相当と決定し、先議案件

とあわせて事務局から市長へ回答をお願いします。次に、議案第 

５５号買受適格証明願に関する意見決定について（法第３条許可）、

審議いたします。適格相当と決定することに異議はありませんか。 

 

（異議なし） 

 

皆さんから異議がありませんので、適格相当と決定することと

し、事務局から市長へ回答をお願いします。次に、議案第５２号農

地法第５条許可申請に関する処分決定について、審議いたします。

許可と決定することに異議はありませんか。 

 

（異議なし） 
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議長(農地部会長) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農地係長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

皆さんから異議がありませんので、許可すべきものと決定し、

3,000 ㎡を超える案件がありませんので、県農業会議への諮問は不

要であることから、許可処分を行います。続きまして、報告に移り

ます。報告事項農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理に

ついて、報告事項農地法第３条の３の規定による届出書の受理につ

いて、報告事項農地の転用事実に関する照会書について、報告事項

農地法第４条転用届出に関する受理について、報告事項農地法第５

条転用届出に関する受理について、一括して事務局の説明をお願い

します。 

 

それでは、私から着席のまま、ご説明申し上げます。 

まず、報告事項農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理

についてです。議案書の４ページから１２ページになります。大形

地区で１件、曽野木地区で２件、両川地区で６件、横越地区で２７

件、亀田地区で３件の計３９件について、届出書を受理しましたの

で、ご報告いたします。 

次に、報告事項農地法第３条の３の規定による届出書の受理につ

いてです。議案書の１３ページをご覧ください。農地が相続等の農

地法の許可不要事由により権利移動したものについて、適正に農地

として利用されるように届出が義務付けられています。なお、農業

委員会による斡旋の希望がある場合は、その地域の農業委員に斡旋

の相談を行うことになります。大形地区で１件、横越地区で１件、

亀田地区で１件の計３件について、届出書を受理しましたので、ご

報告いたします。 

続きまして、報告事項農地の転用事実に関する照会書についてで

す。議案書の１４ページをご覧ください。新潟地方法務局から記載

の４件について、照会がありました。石山地区で２件、鳥屋野地区

で１件、亀田地区で１件の照会で非農地として回答しておりますの

で、ご報告いたします。 

続きまして、報告事項農地法第４条転用届出に関する受理につい

てです。議案書の１５ページをご覧ください。石山地区で２件、大

形地区で１件、曽野木地区で１件の計４件 2,385.49 ㎡の届出書を

受理しましたので、ご報告いたします。 

続きまして、報告事項農地法第５条転用届出に関する受理につい

てです。議案書の１６ページ、１７ページをご覧ください。石山地

区で２件、大形地区で３件、亀田地区で３件の計８件 1,993.4 ㎡の
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議長(農地部会長) 
 
 
 
 
議長(農地部会長) 
 
 
 
議長(農政振興部職務

代理者) 
 
 
 
農政振興係長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

届出書を受理しましたので、ご報告いたします。以上で、説明を終

わります。 

 

ただいまの事務局の説明について、ご質問、ご意見はありません

か。 

 

（発言なし） 

 

皆さんからご質問、ご意見がありませんので、報告を終わります。 

以上で農地部会所掌の議事は終了しましたので、議長を齋藤農政振

興部会長職務代理者と交代いたします。 

 

（齋藤農政振興部会長職務代理者 挨拶） 

それでは、農政振興部会所掌の議事を進めます。議案第５３号新

潟市農用地利用集積計画の決定について、事務局の説明をお願いし

ます。 

 

 振興係の八百板です。別冊の議案第５３号について、説明いたし

ます。表紙をめくっていただきますと、地区別実績表の合計となっ

ています。こちらは、農地中間管理事業以外の案件に係る地区別実

績表の合計となっており、１件 727 ㎡です。次ページをご覧くださ

い。こちらの表は、新規分となります。利用権設定が大形地区 1

件で面積が 727 ㎡です。次ページをご覧ください。こちらは、利用

権設定による契約内容となっています。相対で新規契約した案件

で、土地改良費を貸し手が負担し、賃借料を現金で支払うことで合

意した内容となっています。次ページをご覧ください。こちらは、

農地中間管理事業にかかる地区別実績表の合計となっています。今

回の件数ですが、両川地区１件、大江山地区４件、横越地区８２件、

亀田地区４件で面積は 617,250 ㎡です。２ページをご覧下さい。１

号、４号から７号、１０号から１７号、１９号は経営転換協力金に

係る案件で、貸人の離農のため中間管理機構へ貸付けする案件で

す。２０号から９１号は地域集積協力金にかかる案件です。土地改

良費を借り手が負担するのは、３号、８号から１１号で、それ以外

は貸し手が負担します。賃借料を口座振替により支払うことで合意

した内容になります。なお、賃借料記載欄に、金額が表示されてい

ない案件があります。これは、機構に貸し付けた農地を話し合いに
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議長(農政振興部会長

職務代理者) 
 
 
 
議長(農政振興部会長

職務代理者) 
 
 
 
 
 
 
 
議長(農政振興部会長

職務代理者) 
 
 
 
議長(農政振興部会長

職務代理者) 
 
 
 
 
議長(農政振興部会長

職務代理者) 
 

よる利用配分により、出し手自身に集約化されたことに伴い、賃借

料が０円となったため、金額が表示されていません。次をめくって

いただいて、最後のページをご覧ください。会長から市長への公告

依頼の案となっています。公告については、一番下段に記載してい

るとおり、１１月１５日からとなっています。ご承認後は、産業振

興課へ公告依頼をさせていただきます。ご審議よろしくお願いしま

す。 

 

ただいまの事務局の説明について、ご質問、ご意見はありません

か。 

 

（質問・意見なし） 

 

皆さんからご質問、ご意見がありませんので、これより別冊議案

第５３号新潟市農用地利用集積計画の決定について、審議に入りま

す。今回は、委員関連の案件がありますので、先議を行います。別

冊１４ページ６２号は、出席委員の関係案件でありますので、農業

委員会等に関する法律第３１条第１項議事参与の制限の規定によ

り、関係の委員は退室をお願いいたします。 

 

（農事組合法人エフ小杉副代表 １３番 鈴木金一委員 退室） 

 

別冊１４ページ６２号について、審議いたします。原案のとおり

承認することに異議はありませんか。 

 

（異議なし） 

 

皆さんから異議がありませんので、原案のとおり承認と決定いた

します。関係の委員から入室していただいてください。 

 

（農事組合法人エフ小杉副代表 １３番 鈴木金一委員 入室、

着席） 

 

次に、ただ今先議いただきました案件以外について、審議いたし

ます。原案のとおり承認することに、異議はありませんか。皆さん

から異議がありませんので、原案のとおり承認と決定いたします。
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農政振興係長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長(農政振興部会長

職務代理者) 
 
 
 
議長(農政振興部会長

職務代理者) 
 
 
議長(会長) 
 
 
 
 
 
議長(会長) 
 
小林次長 
 
 

次に、別冊の報告事項新潟市農用地利用配分計画案について、事務

局より説明をお願いいたします。 

 

別冊の報告事項について、説明いたします。１ページから１９ペ

ージをご覧ください。この計画案については、先ほどの議案第５３

号の貸し手が機構に賃借した農用地を受け手に利用配分する計画

案となっています。続きまして、２０ページをご覧ください。こち

らは、中間管理権の移転の案件です。１号は、地域集積協力金にか

かる案件です。２号と３号は上作交換で、農作の効率化のため双方

で合意した案件になります。なお、いずれの案件も、移転を受ける

者は、契約当時の内容をそのまま引き継ぎます。以上が、農地中間

管理事業の推進に関する法律第１９条の規定による新潟市農用地

利用配分計画であります。最後に、市の農林政策課から当該計画案

を農地中間管理機構へ提出後、１２月末に県の公告を予定していま

す。以上、報告を終わります。 
 

ただいまの事務局の説明について、ご質問、ご意見はありません

か。 

 

（質問・意見なし） 

 

皆さんからご質問、ご意見がありませんので、報告を終わります。 

以上で、農政振興部会所掌の議事は終了しましたので、議長を虎

澤会長と交代いたします。 

 

鈴木農地部会長、齋藤農政振興部会長職務代理者、ありがとうご

ざいました。以上で、議事として提案した案件について終了しまし

たが、その他として、委員の皆さんから何かありませんか。 

 

（なし） 

 

ございませんか。なければ、事務局から何かありませんか。 

 

本日、お配りした資料１令和３年１１月中央農業員会業務予定表

をご覧ください。左が会長、農地部会関係、右が農政振興部会関係、

その他となっております。農地法関係の許可・届出ですが、２日、
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議長(会長) 
 
 
 
 
議長(会長) 
 
 
 
議長(会長) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１２日、２２日が届出の締切日、９日が許可申請の締切日となって

おります。１５日は、午前１０時３０分から県農業会議の常設審議

委員会がＪＡ新潟ビルで行われます。虎澤会長からご出席をいただ

きます。２２日は、新潟県農業委員会大会が、午後１時３０分から

朱鷺メッセのメインホールで行われます。約半数の委員が参加され

ます。２５日は、午後１時１５分から入札室で東ブロック対策委員

会が、また 301 会議室では南ブロック対策委員会が、開催されます。

午後２時からは第１地域調査委員会が入札室で予定されておりま

す。２６日は、午後１時１５分から亀田・横越ブロック対策委員会

が入札室で開催され、午後２時から第２地域調査委員会が予定され

ております。１１月定例総会は、３０日火曜日、午後４時から 302

会議室で開催させていただきます。以上です。 

 

ただ今、事務局から報告、説明がありましたことについて、ご質

問、ご意見はありませんか。 

 

（なし） 

 

他に事務局からありませんか。 

 

（なし） 

 

他にないようですので、以上で１０月定例総会を閉会いたしま

す。 
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議事録に相違ないことを認める。 

 

 

 

 

 

 

 議  長  虎澤栄三 

 

 

 署名委員  石塚絹代 

 

 

署名委員  田中さとみ 

 


